
個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

 整 理 番 号 ０ ９ ３ ０ １

 
個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称

し尿・浄化槽汚泥処理手数料の調定・賦課・徴収事務ファ

イル

 実 施 機 関 の 名 称 市長

 個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称

環境部資源循環課資源循環推進係

 
個人情報ファイルの利用目的

し尿処理手数料徴収事務を適正に行うことができるよう

に、申請者の氏名、住所、連絡先等を把握する必要がある

ため。

 記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ）

1氏名、2住所、3電話番号、4請求内容（過去の記録を含

む。）、5納付履歴

 記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ）

し尿・浄化槽汚泥処理の申請者

 個人情報ファイルに記録される 

個人情報（記録情報）の収集方法
し尿・浄化槽汚泥処理依頼の申請内容

 要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 □有　　☑無

 記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先

 開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組織

の 名 称 及 び 所 在 地

名 称 行政経営部行政経営課

 
所 在 地 〒322-8601　鹿沼市今宮町１６８８番地１

 訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続

根拠法令

 
内 容

 電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）

又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル　

処理ファイル）の別

☑電算処理ファイル（次の項へ） 

□マニュアル処理ファイル

 （電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的　

及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無

□有　　☑無

 個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数
１１，７００

 備 考



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

 整 理 番 号 ０ ９ ３ ０ ２

 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 ごみステーション設置事務ファイル

 実 施 機 関 の 名 称 市長

 個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称

環境部資源循環課資源循環推進係

 

個人情報ファイルの利用目的

住民が一般廃棄物(事業活動によって生じるものを除く)

を適正に排出することができるよう、ごみステーション管

理者及び利用者の氏名、住所等を把握する必要があるた

め。

 記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ）

1氏名、2住所、3電話番号

 記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ）

ごみステーション管理者及びごみステーション利用者

 個人情報ファイルに記録される 

個人情報（記録情報）の収集方法
ごみステーション設置依頼の申請内容

 要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 □有　　☑無

 記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先

 開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組織

の 名 称 及 び 所 在 地

名 称 行政経営部行政経営課総務係

 所 在 地 〒322-8601　鹿沼市今宮町１６８８番地１

 訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続

根拠法令

 内 容

 電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）

又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル　

処理ファイル）の別

☑電算処理ファイル（次の項へ） 

□マニュアル処理ファイル

 （電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的　

及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無

□有　　☑無

 個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数
２，８５０

 備 考



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

 整 理 番 号 ０ ９ ３ ０ ３

 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 一般家庭ごみ処理手数料減免事務ファイル

 実 施 機 関 の 名 称 市長

 個 人 情 報 フ ァ イ ル が 利 用 に 

供 さ れ る 事 務 を つ か さ ど る 

組 織 の 名 称

環境部資源循環課資源循環推進係

 
個人情報ファイルの利用目的

住市民等が一般家庭ごみ処理手数料減免申請を適正に行

使することができるよう、申請者の氏名、住所等を把握す

る必要があるため。

 記 録 項 目 

（ 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 

さ れ る 項 目 ）

1 氏名、2 住所、3 電話番号、4 性別、5 生年月日、6 続き

柄、7公的扶助

 記 録 範 囲 

（本人として個人情報ファイルに

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 ）

３歳未満乳幼児、生活保護受給者、鹿沼市日常生活用具給

付等事業実施要綱による紙おむつ受給者及び鹿沼市寝た

きり老人等紙おむつ給付要綱による紙おむつ受給者

 個人情報ファイルに記録される 

個人情報（記録情報）の収集方法
本人申請の内容

 要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 ☑有　　□無

 記録情報を当該実施機関以外の者

に 経 常 的 に 提 供 す る 場 合 

に は 、 そ の 提 供 先

 開示、訂正又は利用停

止請求を受理する組織

の 名 称 及 び 所 在 地

名 称 行政経営部行政経営課総務係

 所 在 地 〒322-8601　鹿沼市今宮町１６８８番地１

 訂正又は利用停止に 

関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続

根拠法令

 内 容

 電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）

又はマニュアル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル　

処理ファイル）の別

☑電算処理ファイル（次の項へ） 

□マニュアル処理ファイル

 （電算処理ファイルである場合） 

利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイルの利用目的　

及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無

□有　☑無

 個人情報によって識別される特定

の 個 人 （ 本 人 ） の 数
３００

 備 考


